
令和5年度
相模原市ベンチャー・スタートアップ企業
進出補助金のご案内

創業・設立
15年まで
広く対象

相模原市役所 環境経済局
創業支援・企業誘致推進課

Tel :042-769-9253
mail :kigyo-yuchi@city.sagamihara.kanagawa.jp
Web :https://onl.tw/yuyTEhY

賃料や広告
宣伝費等の
経費を補助

補助上限額
最大

120万円

対象枠

一般枠

市アクセラ
レーション
プログラム
採択者枠

・相模原市外の
日本国内で法人
登記、もしくは
開業の届出を
行って15年以内
の企業等

・これまで相模
原市内に事業所
を持たず、相模
原市外の日本国
内で開業・法人
登記をしており、
新たに、相模原
市内に事業所を
設置した中小企
業等

対象産業※1に該
当する企業等

申請当該年度に
新たに市アクセ
ラレーションプ
ログラムの採択
を受けた企業等

・営業機能
・本社機能
・研究開発機能
・生産機能

①賃料
事業所の賃貸借契
約に基づく賃料

②事業所整備費
賃借する事業所の
整備（改修等）に
係る費用

③外注加工費
補助金交付対象と
なる事業に関する
外注加工費

④販売促進費・広
告宣伝費
補助金交付対象と
なる事業に関する
販売促進費・広告
宣伝費

最大120万円
（ ① 補 助 率最 大
10/10、②～④補助
率最大1/2）

※1対象産業は裏面をご確認下さい ※2消費税額及び地方消費税額を除く

共通要件 対象枠別要件 進出機能 対象経費※2 補助上限額

お問い合わせ

相模原市で成長を目指す企業の皆さま
相模原市での事業活動に関心のある企業の皆さまへ

相模原市の創業特設サイトはこちら！



分野

情報通信分野

対象産業について

AI、IoT、DX（自動化、RPA、情報収集・共有プラットフォームサービス等）、デジタ
ルツイン、量子技術、データ解析、ビッグデータ利活用、仮想・拡張現実（VR・AR）、
Web3、通信、スマートシティ、ロボティクス、フィンテック、ヘルステック等

製造関連分野

ロボット製造（サービスロボット、産業用ロボット）、先端素材、ナノテクノロジー、
ヘルステック（デバイス製造等）、次世代モビリティ製造（パーソナルモビリティ、
自動走行車、コネクテッドカー等）、ドローン・空飛ぶクルマ等製造、エネルギー・
GX関連分野製造、航空宇宙関連製造、半導体関連等

環境・エネルギー
分野

省エネルギー関連サービス、再生可能エネルギー・その他次世代エネルギー関連サー
ビス、GX関連サービス、カーボンニュートラル関連サービス等

その他 先進的、先端的な分野と見做せるもの

対象産業・申請スケジュールなど

対象となる産業

スケジュール（申請締切：令和6年2月末頃）

事業計画書・
交付申請書の提出

契約締結
事業の着手

交付決定の
通知

事業完了・
実績報告書
作成

補助金交付請
求

補助金交付

 事業実施に係る
計画書や補助金
申請書を提出

 事業実施に係る
契約を締結し、
事業を実施

 計画を審査し、
補助金の交付決定
を市から通知

 申請された事業の
実施実績を報告

申
請
者
様

相
模
原
市

 補助金の交付
請求

 実施実績を確認し
補助金額を確定

 交付決定通知の
受領

 補助金支払い

 補助金の受領

相模原市は、ベンチャー・スタートアップ企業の皆さまの
事業成長の加速を支援しています

オープンイノベーション
プログラム

Sagamihara Innovation Gate

相模原アクセラレーション
プログラム

上場等を目指す成長意欲の高い起業家、
起業家を支援する伴走型プログラムです。

トライアル発注認定制度

市内企業のオープンイノベーションに
よる新規事業開発を支援する伴走型プ
ログラムです。

認定された製品・サービスの一部を市
が試験的に購入し、評価する制度です。

相模原市は首都圏の南西部に位置しており、東京都心から40ｋｍ圏内にある、
人口約72万人の政令指定都市です。 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）が
開通するとともにリニア中央新幹線新駅が整備されるなど、さまざまなプロ
ジェクトが進行中です。

橋本-新宿

40分

相模大野
-新宿

40分

橋本-新横浜30分

相模原市について

※掲載内容は令和5年度時点のものです

創業準備中または創業間もない企業お
よび個人や、研究開発により新技術や
新製品の創出を図り、事業化を目指す
創業間もない企業および個人向けのイ
ンキュベーション施設です。

さがみはら産業創造センター


